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居宅介護支援 重要事項説明書 

 

１ 担当の介護支援専門員（ケアマネジャー） 

氏 名 成田眞理子 

 

２ 事業者（法人）の概要 

事 業 所 （ 法 人 ） 名 合同会社 和 郷  

所 在 地 札幌市白石区北郷６条３丁目４番２５号 

連 絡 先 011-376-5298 

代 表 者 名 成田眞理子 

 

３ 居宅介護支援事業所の概要 

（１） 事業所の所在地等 

事 業 所 名 居宅支援事業所カトレア 

所 在 地 札幌市白石区東札幌５条６丁目 4-8-102 

連 絡 先 011-376-5298 

事 業 所 番 号 0170514574 

管 理 者 名 成田眞理子 

 

（２） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日まで 

営 業 時 間 9：00～17：00 

※土曜・日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）は休み 

 

（３） 職員体制 

従 業 者 の 職 種 人 数 常勤・非常勤 備 考 

主任介護支援専門員 1 1  

    

    

 

（４） サービスを提供する実施地域 

サービスを提供する実施地域 札幌市、江別市、北広島市、石狩市 

 

４ 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 居宅において要介護状態にある高齢者に対し、適

切な居宅介護支援を提供できるようにします。 

運 営 の 方 針 その置かれている環境等に応じて、利用者の選択

に基づき適切な介護サービスが総合的かつ効率的

に提供されるよう援助を行います。 
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５ 居宅介護支援の内容 

居宅介護支援では、自宅で生活する利用者が介護サービス等を適切に利用できるよ

う、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を考慮し、ケアプラン（居宅

サービス計画）を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。ま

た、必要に応じて介護施設等の紹介も行います。 

ケアマネジャーが行う、居宅介護支援の具体的な内容等は、以下のとおりです。 

（１） 居宅介護支援の内容 

 

（２） 居宅介護支援の業務範囲外の内容 

ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示

すような内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他

の専門職等を紹介いたします。 

 

居宅介護支援の業務範囲外の内容 

 

 救急車への同乗 

 入退院時の手続きや生活用品調達等の

支援 

 家事の代行業務 

 直接の身体介護 

 金銭管理 

 

ア セ ス メ ン ト 
利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環

境などを把握し、課題を分析します。 

サ ー ビ ス 調 整 
アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サー

ビス事業者等へ連絡調整を行います。 

ケ ア プ ラ ン 作 成 
介護サービス等を利用するためのケアプランを作

成します。 

サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 
介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内

容等について話し合います。 

モ ニ タ リ ン グ 

少なくとも１月に１回は利用者と面接を行い、利

用者の心身の状態やケアプランの利用状況等につ

いて確認します。 

給 付 管 理 

ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管

理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出し

ます。 

要介護認定の申請に係る援助 

利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う

区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利

用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行し

ます。 

介護保険施設等の紹介 

利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用

者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用

者に介護保険施設等に関する情報を提供します。 
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６ 利用料金 

要介護または要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担

は発生しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1 ヶ月

につき要介護度に応じた金額（厚生労働大臣が定める基準による）を利用者に負担し

ていただき、事業所からサービス提供証明書を発行します。後日、サービス提供証明

書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。 

 

（１） その他 

交 通 費 

サービスを提供する実施地域にお住まいの方は無

料です。それ以外の地域の方は、ケアマネジャー

がお訪ねするための交通費が必要です。 

解 約 料 
 

解約料は一切かかりません。 

 

 

７ 相談・苦情の窓口 

居宅介護支援に関する相談、苦情等は担当介護支援専門員（ケアマネジャー）又は

下記窓口までご連絡ください。 

（１） 事業所の相談窓口 

相談・苦情の担当者 成田眞理子 

連 絡 先 011-376-5298 

 

（２） その他の相談窓口 

札幌市介護保険課 011-211-2972 

北海道国民健康保険団体連合会 011-231-5161 

 

８ 秘密保持 

事業者が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では

原則として使用しません。サービス担当者会議などで利用者やその家族の個人情報を

使用する場合は、利用者およびその家族の同意を事前に文書で得ることとします。 

 

９ 事故発生時の対応 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、

利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する

指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか

に行います。 
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１０ 医療との連携 

居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が

入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝

えください(お渡しした名刺等をご提示ください)。 

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリ

ング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャ

ーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

 

１１ 公正中立なケアマネジメントの確保 

複数事業所の説明等 

利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス

事業所等について、複数の事業所の紹介や、その

選定理由について事業者に求めることができま

す。 

 

１２ 虐待防止のための措置 

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成される

よう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。 

（１） 虐待防止委員会の開催 

（２） 高齢者虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待防止研修の実施 

（４） 専任担当者の配置 

 

１３ 業務継続に向けた取り組み  

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提

供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び

訓練を実施します。 

 

１４ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

（１） 感染対策委員会の開催 

（２） 感染症及びまん延防止のための指針の整備 

（３） 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施 

（４） 専任担当者の配置 

 

 

虐待防止に関する担当者 成田眞理子 

感染症防止に関する担当者 成田眞理子 
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１５ 身体的拘束等の原則禁止 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１６ 利用にあたっての禁止事項 

（1）暴言・暴力・ハラスメントなどの行為（迷惑行為や理不尽な要求、誹謗中傷など） 

（2）無断で職員の写真や動画の撮影及び SNS への投稿をすること。 

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。

信頼関係を築くためにもご協力をお願いします。 

 

重要事項説明書の説明日 

重要事項説明書の説明日 令和  年  月  日 

 

利用者に対して重要事項説明書を交付の上、居宅介護支援のサービス利用及び重要

事項の説明を行いました。 

事 業 所 （ 法 人 ） 名 合同会社 和 郷 

代 表 者 名 成田眞理子 

事 業 所 名 居宅支援事業所カトレア 

説 明 者 氏 名 成田眞理子 

  

 

 

 私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、

その内容を同意の上、本書面を受領しました。 

利用者 

住所  

氏名  

 

代理人 

住所  

氏名  

続柄  
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